
 

第２次糸島市長期総合計画（前期基本計画）策定方針 
  

１ 計画策定の趣旨                                  
 

  本市は、平成22年１月、前原市、二丈町、志摩町の１市２町の合併により誕生しました。 

平成 23年 3月に第１次糸島市長期総合計画を策定し、まちの将来像である『人も元気 まち

も元気 新鮮都市 いとしま』の実現に向け、ブランド糸島を高める施策や移住・定住施策など

を展開し、全国的にも脚光を浴びてきています。 

一方で、ブランド糸島を支える農漁村集落では、人口減少に歯止めがかからず、また、旧開発

団地においても人口減少・高齢化が進んでおり、市内で人口の地域間格差が生じてきています。 

人口減少地域対策や稼げる地域づくりなど、将来にわたり持続可能な地域を創って行くには、

人口減少・少子高齢化という時代において、この 10年間は大変重要な時期であり、この間のま

ちづくりの差が、将来的には市町村間の格差になってくると言っても過言ではありません。 

そこで、第１次糸島市長期総合計画を検証しながら、社会情勢の変化や財政状況などを見極め、

乗り越えて行かなければならない課題をしっかりと認識して、その対策を講じ、市民の皆さんと

ともに“新しい時代の糸島”を創っていくため、「第２次糸島市長期総合計画（以下「第２次総

合計画」という。）」を策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ・構成・期間                             
 
  糸島市まちづくり基本条例に基づき、第２次総合計画は市の最上位計画とし、「基本構想」「基

本計画」「実施計画」によって構成します。 
 

 ■基本構想（10年間：平成33年度～平成42年度） 

     目指すべき将来像、10年後の目標人口を示した上で、まちづくりの基本理念を掲げ、基

本目標と、それを実現させるための基本政策などを明らかにしています。  
 

   ■基本計画（5年間：平成33年度～平成37年度） 

     基本目標・基本政策を達成するための基本施策や成果指標などを示します。 
 

   ■実施計画（3年間ローリング方式） 

     基本計画に掲げる基本施策を実現するため、事業の手法、事業費などを定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３３年

２０２１

平成３４年

２０２２

平成３５年

２０２３

平成３６年

２０２４

平成３７年

２０２５

平成３８年

２０２６

平成３９年

２０２７

平成４０年

２０２８

平成４１年

２０２９

平成４２年

２０３０

基本構想 計画期間10年

前期基本計画 計画期間５年 後期基本計画 計画期間５年

実施計画 計画期間３年
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３ 計画の構成イメージと内容                              
 
 ■第２次総合計画の構成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■各構成内容 

     ≪将来像≫ 

        将来にわたり持続可能なまちを創っていくため、この１０年間で目指すべき市の

姿を将来像として設定します。 

 

     ≪基本目標≫ 

        将来像を実現するためには、まちづくりの多様な分野から総合的に取組を進める

必要があります。この 10年間におけるまちづくりの分野を設定し、その方向性を

示します。 

 

     ≪基本政策≫ 

        各基本目標を達成するため、具体的な取組の柱を基本政策として設定します。 

 

     ≪課題克服プロジェクト≫ 

        将来像の実現に向け、乗り越えて行かなければならない課題を洗い出し、基本目

標を横断的に、その課題を克服するための戦略やプロジェクト施策を設定します。 

 

     ≪基本施策≫ 

        基本政策を達成するため、具体的な手段を基本施策として設定します。 

 

     ≪事務事業≫ 

        基本施策を達成するための具体的な事業や事業費、事業期間、実施主体などを定

めます。 

 

基
本
計
画 

将来像 

基本目標 

基本政策 

基本施策 

事務事業 

課題克服プロジェクト 

実
施
計
画 

基
本
構
想 
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４ 計画の基本コンセプト                             
 

  市民の皆さんとともに“新しい時代の糸島”を創って行くため、着実に第２次総合計画が実行・

達成できるよう、次の３つの基本コンセプトに基づき、計画を策定していきます。 

 

■コンセプト１ “シンプルで使える計画書” 

    基本目標、基本政策、基本施策などを体系的に整理します。１つの取組は、その取組の最

も中心的な目的の体系に分類し、重複掲載は行わないようにすることで、市民の皆さんに分

かりやすく、シンプルで、職員の業務手順書となるような“使える”計画書とします。 

 

  ■コンセプト２ “まちづくりの課題を克服する計画書” 

    20年、30年後も持続可能なまちとなるよう、この10年間で克服すべき課題を整理し、そ

の対策を課題克服プロジェクトとして、戦略的、横断的に取り組んでいく計画書とします。 

 

  ■コンセプト３ “行政経営の視点を入れた計画書” 

    これまで通りの行政運営では限界があるため、選択と集中を図り、行政資源（人・もの・

金・情報）を効果的・効率的に活用しながら、稼げるまちづくりや民間活力・資金の活用な

ど、行政を“経営”していく視点を入れた計画書とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別計画 

克
服
す
べ
き
課
題 

プロジェクト施策Ａ プロジェクト施策Ｅ 

プロジェクト施策Ｂ 

プロジェクト施策Ｆ   

プロジェクト施策Ｃ 

プロジェクト施策Ｄ 

プロジェクト施策Ｇ 

戦略１

戦略２

課
題
克
服 
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ジ
ェ
ク
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基本目標 基本目標 基本目標 
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基
本
政
策 

分野別計画 分野別計画 

基本施策１ 

基本施策２ 

基本施策３ 

 

基
本
政
策 

基本施策１ 

基本施策２ 

基本施策３ 

 

基
本
政
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基本施策１ 

基本施策２ 

基本施策３ 
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基
本
政
策 

基本施策１ 

基本施策２ 

基本施策３ 

 

基
本
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５ 市民参画と職員のアイデア活用                                 
 

  ■総合計画審議会 

    糸島市総合計画に関する規則及び糸島市総合計画審議会規則に基づき審議会を設置し、専

門的な見地と市民の視点で、第２次総合計画（案）を審議し、答申していただきます。 

 

  ■高校生未来会議“いとしま” 

    市内在住・在学の高校生（30人程度）によるワークショップ・グループワークなどを行い、

“どんな糸島にしていくか”“何を乗り越えなければならないのか”“自分たちに何ができる

のか”などを話し合います。 

その結果をまちづくり市民委員会で検討し、基本構想に生かしていきます。 

 

 ■中学生“いとしま”未来への提言 

    中学校で実施している“いとしま学”の学びを基礎として、１０年後、２０年後の未来を

担う生徒ひとり一人に、“こんな糸島になってほしい”を題材とした作文（未来図）を書い

てもらいます。 

提出された提言は、まちづくり市民委員会で検討し、基本構想に生かしていきます。 

 

■市民満足度調査 

    現在実施している市民満足度調査を活用して、18歳以上の市民2,000人を対象に、これま

でのまちづくりに対するアンケート調査を実施。調査結果は、まちづくり市民委員会で検討

し、基本構想・基本計画に生かしていきます。 

 

■まちづくり市民委員会 

    市内在住の中学生以上の市民（100人程度）で、高校生未来会議や中学生未来作文、市民

アンケートなどを踏まえ、ワークショップ・グループワークなどを行い、将来像や基本目標、

具体的な取組などを話し合い、提言書として取りまとめます。 

    ※専門班のリーダー・サブリーダー参加 

 

■課題克服プロジェクト研究グループ 

    主任主査以下の若手・中堅職員で、克服すべき課題ごとに研究グループを組織し、戦略や

具体的な事業などの調査・研究を行い、その結果を庁議及び各専門部会に報告します。 

報告内容は、専門部会や企画委員会で検討を行い、基本計画（課題克服プロジェクト）に

生かしていきます。 

 

■職員による事業アイデア提案 

全職員を対象に事業アイデアの提案を受け付けます。 

提案されたアイデアは、専門部会や企画委員会で検討し、基本計画に生かしていきます。 

 

■パブリックコメント 

    計画策定について広く市民からの意見を収集するため、第２次総合計画（案）を広報やホ

ームページで公表し、多くの市民からパブリックコメントを受け付け、総合計画審議会での

検討資料とします。 
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６ 計画策定体制                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  長 

 ・審議会への諮問 

・議会への上程 

・第２次総合計画の決定 

 

議 会 

 ・第２次総合計画の議決 

 

総合計画審議会 

 ・第２次総合計画（案）の審議・答申 

・糸島市総合計画審議会規則に基づき、

学識経験者、行政委員会委員、公募市

民等２５人以内で設置 

庁  議 

 ・第２次総合計画（案）の協議・決定 

 

企画委員会 

 ・第２次総合計画（案）の協議・調整 

・部長等・経営戦略課長で組織 

 

専門部会 

 ・第２次総合計画（案）の作成 

・基本目標ごとに部会を組織 

 

 

 

 

 

部会 

 
・関係課長等で組織 

・専門班が作成した計画

（素案）を協議・検討し、

計画（案）を作成 

 

部会 

 
 

 

 

部会 

 
 

 

関係部長と情報共有 

専門班 

 ・関係係長等で組織 

・まちづくり市民委員会な

どを踏まえ、計画（素案）

を作成 

 

班 

  

 

班 

  

 

課題克服プロジェクト研究グループ 

・課題克服プロジェクトを調査・

研究し、基本計画に反映 

パブリックコメント 

 ・審議会で審議した第２次総合計画（案）

をパブリックコメント 

 

市民満足度調査 

 ・アンケート調査を実施し、まちづ

くりに対する市民意見を把握 

 

上程・議決 

 

諮問・答申 

 

連
携 

 

議 会事務局 ： 企画部 経営戦略課 

事業アイデアの提案 

 ・全職員を対象に事業アイデアの

提案を受け付け、基本計画に反映

高校生未来会議“いとしま” 

 ・ワークショップなどを行い、まち

づくりの方向性や課題を検討 

 

中学生“いとしま”未来への提言 

 ・未来作文を書き、生徒１人ひとり

が糸島の未来を描く 

 

まちづくり市民委員会 

 ・ワークショップなどを行い、基本構

想・基本計画に関する提言書を作成 
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７ 行政資源と民間活力の有効活用                                  
 

行政資源を効果的・効率的に活用していくとともに、市民協働をはじめ、規制緩和による

民間活力や民間資金の活用など、行政経営の視点を入れて計画策定に取り組みます。 

行政経営戦略を掲載するとともに、基本計画において、市民協働や民間活力・資金を活用

する基本施策を明らかにしていきます。 

 

 

８ 分野別計画との連動                                  
 

    第２次総合計画の策定と併せ、所管課で分野別計画を平成 33年３月までに策定すること

で、総合計画と分野別計画を連動させ、平成 33年４月からの効果的な事業展開につなげて

いきます。 

 

≪分野別計画の例≫ 

分野別計画名 期間 課名 分野別計画名 期間 課名 

国土利用計画 23～32 経戦課 環境行動計画 23～27 生環課 

糸島市総合戦略 27～31 経戦課 観光振興基本計画 23～32 商観課 

第2次行政改革大綱 28～32 経戦課 企業立地推進計画 21～37 商観課 

行財政健全化計画 28～32 経戦課 橋梁長寿命化修繕計画 24～  建設課 

ブランド推進計画   秘広課 市営住宅長寿命化計画 25～35 施管課 

協働のまちづくりアクションプラン 23～25 地振課 農力を育む基本計画 23～27 農振課 

情報化推進計画 23～27 秘広課 農業振興地域整備計画 24～28 農振課 

国際交流基本計画 23～32 地振課 森林整備計画 22～32 農水課 

糸島市移住行動計画 30～32 地振課 水産振興計画 25～32 農水課 

学術研究都市推進計画書 23～32 地振課 水道事業ビジョン 28～37 水道課 

地域交通計画 23～32 地振課 水道ビジョン 24～33 水道課 

地域公共交通網形成計画 29～34 地振課 公共下水道に係る計画基本構想 25～29 下水課 

地球温暖化対策地方公共団体実行計画 23～32 生環課 生涯学習基本計画 24～33 生学課 

環境基本計画 28～32 生環課 文化財保存整備基本計画 24～43 文化課 

 ※第２次総合計画と連動して策定する分野別計画は、再整理します。将
来 像 
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９ 計画策定の主なフロー                 

 
 
4月 
 
 
 
 
 
 
 
8月 

 
 
 
 
 
 
 
9月 
 
 
 
 
         
 
10月 

 
 
 
 
 
 
12月 

 
 
 
1月 

 
 
 
 
 

 
 
4月 
 
 
5月 
 
 
 
 
6月 

 
 
 
7月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10月 

 

 

 

12月 

  
 
 
2月 

 
 
 

 
 
4月 
 
 

 
 
 
 
 
 
9月 

 
 
 
 
10月 
 
 
 
 
11月 
 
 
 
12月 
 
 
 
1月 

 
 
 
 
3月 

 
 

平成３３年４月 第２次糸島市長期総合計画スタート 

 

３０年度：基本構想素案の検討 ３１年度：基本構想の審議・基本計画（案）の決定 ３２年度：基本計画の審議・総合計画の決定 

・策定の基本方針や策定体制など、策定方針（案）を事務局で作成 

・庁議で策定方針を検討・決定 

策定方針の決定（庁議） 

・ワークショップ・グループワークなどを行い、克服すべき課題や取

組の方向性などを発表 

高校生未来会議“いとしま”の開催 

・第１次総合計画に対する市民の満足や、今後のまちづくりの課題、

糸島の魅力などのアンケート調査を実施 

市民満足度調査 

・委託業者の決定 
・市民満足度調査準備 
・高校生未来会議・まちづくり市民委員会メンバー募集・選考 

・市民アンケート、高校生未来会議、中学生未来への提言、

事務事業評価（行革係）などを取りまとめ、まちづくり市

民委員会の基礎資料を作成 

・将来像、目標人口、基本目標、克服課題などを検討・設定 

・基本目標ごとに専門部会（課長級）・専門班（係長級）を設置 

将来像・目標人口・基本目標の設定（企画委員会・庁議） 

・まちづくり市民委員会の報告書を踏まえ、将来像、目標

人口、基本目標、克服課題などを取りまとめ 

・若手・中堅職員を募集・選考して、克服課題ごとにチームを組織し、

平成31年10月を目途に、戦略や事業を調査・研究 

課題克服プロジェクト検討開始（研究チーム） 

・各専門部会から説明を受け、基本構想（素案）のレベルを調整 

・序論（統計データ）の確認 

基本構想（素案）の調整（企画委員会） 

・序論（統計データ）を作成 
・総合計画審議会メンバーの選考・依頼・公募 
・市民会議メンバーの募集・選考 

・総合計画（案）を諮問（任期：２年間） 

・31年度は基本構想（案）を審議 

・将来像や目標人口、基本目標ごとに審議し、年５～６回開催 

審議会に諮問・審議 

 
・基本目標ごとに具体的な取組内容を検討 

・専門班のリーダー、サブリーダーが参加 

・平成31年10月を目途に提言書にまとめる （4～5回） 

まちづくり市民委員会 

・専門部会から説明を受け、基本計画（素案）のレベル調整 

基本計画（素案）の調整（企画委員会） 

・全職員を対象に、基本構想（案）を踏まえ事業アイデアを募集し、

職員からの提案を受付 

職員事業アイデア提案 

・総合計画（案）のパブリックコメントを実施 

パブリックコメント 

・事務局でパブリックコメント取りまとめ 
 

・審議会で基本目標ごとに、計画案を審議 

・10月を目途に５～６回開催 

基本計画（案）の審議 

・審議状況を踏まえ、総合計画（案）

を取りまとめ 
・状況に応じて企画委員会・庁議で検

討・協議・調整 

・審議会で、これまでの審議結果やパブリックコメン

トを踏まえ、答申案の検討協議→答申 

総合計画（案）の答申 

・総合計画（案）を議会に上程し、議決により決定 

総合計画（案）の議会上程・決定 

・３常任委員会で総合計画（案）を説明 

常任委員会に総合計画（案）説明 

・２月末までに印刷を実施（３月議会で実計とセットで

配付） 

総合計画印刷 

33

年

3

月

ま

で

に 

所

管

課

で

基

本

構

想

案

・

基

本

計

画

案

を

踏

ま

え

、 

分

野

別

計

画

を

策

定 

・“いとしま学”の授業の一環として、糸島の未来を描く作文（未来

図）を書き、クラス最優秀作品を選考 

中学生“いとしま”未来への提言 

・意見交換会の結果を踏まえ、検討・協議・調整を行い、審

議会に諮問する基本計画（案）を決定 

基本計画（案）の決定（庁議） 

・所管課で各分野別計画を策定 

分野別計画の策定 

・市民アンケート等の結果を踏まえ、ワークショップなどを行いなが

ら、将来像や基本目標、克服課題などを提言書にまとめる（３日） 

まちづくり市民委員会 

・これまでの経過を踏まえ、基本構想（素案）を平成31年４月を目

途に作成 

基本構想（素案）の作成（専門部会・専門班） 

・各専門部会で基本構想（素案）の修正 

・序論・基本構想（素案）を検討協議し、基本構想（案）を決定 

序論・基本構想（案）の決定（庁議） 

・まちづくり市民委員会の状況などを踏まえながら、並行して基本計

画（素案）を平成31年11月を目途に作成 

基本計画（素案）の作成（専門部会・専門班） 

・定期的に専門班と研究チームで意見交換・情報共有を行いながら、

研究成果（プロジェクト施策）に専門班に報告 

課題克服プロジェクト研究報告 

・各専門部会で基本構想（素案）の修正 
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１０ その他                                       
 
    この策定方針に基づき、第２次総合計画の策定を開始しますが、状況に応じて柔軟に対応してい

くこととします。 
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